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会 議 概 要 

会議の名称 令和７年度第１回つくば市行政不服審査会 

開催日時 令和７年(2025 年)４月 21 日（月）開会 10:00 閉会 11:00 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 職員研修室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 出口座長、中田委員、前田委員 

事務局 渡邉課長、木口課長補佐、菅原係長、宮本主任、矢萩主任 

その他 審査請求人、参加人 

(処分庁) 

市民窓口課：青木課長、中島課長補佐、鴻巣主任 

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数    ― 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市行政不服審査会条例第５条第５項に規定する、審 

査請求に係る事項について審査会の行う調査審議の手続の 

ため 

議題 令和６年（2024年）12月５日付け６つくば法第68号諮問案件

に関する調査審議 

会

議

次

第 

１ 開会  

２ 調査審議 

令和６年（2024年）12月５日付け６つくば法第68号諮問案件に関する調

査審議 

※ 令和６年度第３回審査会からの継続審議 

３ 今後の予定  

４ 閉会 

＜審議内容＞ 

・６つくば法第 68 号諮問案件に関する調査審議を行った。 
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会 議 概 要 

会議の名称 令和７年度第２回つくば市行政不服審査会 

開催日時 令和７年(2025 年)５月 28 日（水）開会 14：00 閉会 15：00 

開催場所 つくば市役所コミュニティ棟１階 会議室１ 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 出口座長、中田委員、前田委員 

事務局 渡邉課長、菅原係長、宮本主任 

その他  

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数    ─ 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市行政不服審査会条例第５条第５項に規定する、審 

査請求に係る事項に関して審査会の行う調査審議の手続の 

ため 

議題 令和６年(2024年)12月５日付け６つくば法第68号諮問案件

に関する調査審議 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 答申案審議 

  令和６年(2024年)12月５日付け６つくば法第68号諮問案件に関する調

査審議 

※令和６年度第３回審査会、令和７年度第１回審査会からの継続審議 

３ 今後の予定 

４ 閉会 

＜審議内容＞ 

・６つくば法第 68 号諮問案件に関する調査審議を行い、答申書を作成した。 



 

会 議 概 要 

会議の名称 令和７年度第３回つくば市行政不服審査会 

開催日時 令和７年(2025 年)10 月１日（水）開会 14:30 閉会 15:00 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 職員研修室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 中田座長、亀田委員、出口委員 

事務局 渡邉課長、木口課長補佐、菅原係長、宮本主任 

その他 (処分庁) 

市民税課：横田課長、冨山課長補佐、鈴木主任 

(審査庁) 

法務課：沼尻課長、坂本課長補佐 

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数    ― 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市行政不服審査会条例第５条第５項に規定する、審 

査請求に係る事項について審査会の行う調査審議の手続の 

ため 

議題 令和７年（2025年）８月８日付け７つくば法第60号諮問案件

に関する調査審議 

会

議

次

第 

１ 開会  

２ 調査審議 

令和７年（2025年）８月８日付け７つくば法第60号諮問案件に関する調

査審議 

３ 今後の予定  

４ 閉会 

＜審議内容＞ 

・７つくば法第 60 号諮問案件に関する調査審議を行った。 



 

会 議 概 要 

会議の名称 令和７年度第４回つくば市行政不服審査会 

開催日時 令和７年(2025 年)11 月 12 日（水）開会 10:00 閉会 10:30 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 202 会議室 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 前田座長、亀田委員、中田委員 

事務局 渡邉課長、木口課長補佐、菅原係長、宮本主任 

その他 (処分庁) 

市民窓口課：青木課長、中島課長補佐、松島係長、鴻巣主任 

(審査庁) 

法務課：沼尻課長、坂本課長補佐 

(関係手続に関する担当） 

こども未来センター：豊田課長補佐、川上主任 

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数    ― 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市行政不服審査会条例第５条第５項に規定する、審 

査請求に係る事項について審査会の行う調査審議の手続の 

ため 

議題 令和７年（2025年）８月20日付け７つくば法第68号諮問案件

に関する調査審議 

会

議

次

第 

１ 開会  

２ 調査審議 

令和７年（2025年）８月20日付け７つくば法第68号諮問案件に関する調

査審議 

３ 今後の予定  

４ 閉会 

＜審議内容＞ 

・７つくば法第 68 号諮問案件に関する調査審議を行った。 
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